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アート作品の譲渡不可能性
―参加型アートとその制作プロセス―

登 　　久希子＊

Inalienability of Artworks: Participatory Art and its Production

Kukiko Nobori

　本稿は 1990年代以降現代美術の文脈において注目されてきた「参加型アー
ト」を取り上げ，観客による作品への「参加」の意味を譲渡不可能性の観点か
ら論じるものである。参加型アートの多くは，特定の状況や観客自身が従事す
るプロセス自体を作品として提示するものである。参加することは従来の美術
批評の方法論にはない実践であるがゆえに批評家や美術史家を当惑させてもき
た。観るだけではない直接的な「参加」を要請するアート作品を，人類学的に
どのようにとらえることができるのだろうか。本稿では作品をつくるプロセス
がアーティストや参加者たちにどのように経験されるのか，主にニューヨーク
における事例から考察していく。そして参加型アートの実践を，「譲渡不可能」
なものをつくりだそうとする試みのひとつとして再考する。

 Since the 1990s, “participatory art” has been gaining attention in the 
context of contemporary art. This paper presents analyses of participatory art 
practices from the viewpoint of inalienability. Participatory art often situates 
the processes of audience participation or a particular situation as artwork. 
Participation itself has been a methodology of neither art criticism nor art his-
tory. For that reason, critics and theorists alike are puzzled by participatory 
art practices. They are at a loss for how to situate those practices to criticize 
them. How should such art practices be grasped anthropologically? The 
author argues how those art production processes influence artists and partici-
pants with those case studies in New York and reconsiders participatory art 
practices as manifestations of inalienability.
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はじめに

　1990年代以降，美術館やギャラリーの内外問わず，鑑賞者との直接的な関わ

りを必要とする「参加型アート」が現代美術の文脈において注目されるように

なってきた。そこでは，従来的な「もの／成果物」というよりも，特定の状況や

鑑賞者が関わり合うプロセス自体が作品として提示される。「参加型アート」以

前においても作品づくりのプロセスはアーティストたちによって重要視されてき

たが，それがより顕著に，あるいは形をかえて現れてきたと言えるだろう。人類

学的な現代美術の分析として，本稿では作品の制作プロセスの経験がアーティス

トや参加者にとってどのような意味をもつのかを明らかにし，譲渡不可能性の観

点から「参加型アート」を論じていく。

現代美術の文脈における「参加型アート」

　現代美術の文脈における「参加型アート」とは，鑑賞者の身体的な参加と協働

が制作のプロセスと作品の完成に必須の作品形態を指す1）。とくに 1990年代以
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降は，アーティストと鑑賞者，あるいは鑑賞者同士の関係の構築を目指す「リ

レーショナル・アート」，貧困や環境汚染といった「社会問題」に直接的にはた

らきかける「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」や「ソーシャル・プラク

ティス」，作品と鑑賞者の相互作用性を重視する「インタラクティブ・アート」，

従来的なアトリエ外での制作を基本とする「ポスト・スタジオ・アート」など，

いかなる要素に力点が置かれるかによって，鑑賞者の参加や関与を必要とする

アート実践はさまざまに名指され分類されてきた。美術史や美術批評など現代美

術の言説においては，それらの呼び方についての議論が続いているが，いずれに

おいても鑑賞者が携わるプロセス自体が作品として提示される点が共通して

いる。

　参加型アートという名称は先述のさまざまな呼び名よりも包括的に用いられて

きたが（Bishop 2012），必ずしも中立的な用語とは言えない。例えば作品への参

加は，1960年代のインスタレーション・アートの黎明期においては，政治にお

ける「民主主義」や「資本主義批判」に沿って語られ，参加するという行為が無

条件に善と見なされていたこともある（Reiss 2001; Bishop 2012）。参加の言説は，

政治活動としての自主性の賞賛や能動的な参加と受動的な消費という資本主義批

判とも容易に接合され得る，という点はまず確認しておく必要があるだろう。ま

た近年では，イギリスの新自由主義的状況下における「社会包摂」のための便利

な道具のように用いられるケースも指摘されている（Bishop 2012）。そのような

背景を考慮に入れたうえで，本稿では現代美術というフィールドのネイティヴ・

ターム2）として「参加型アート」を用いることとする。

　参加型アートは美術批評や美術史において，大きく分けて以下のふたつの点で

問題化され，議論されてきた。まずひとつ目は，それらを批評したり論じたりす

るために特定の決められた時間や場所において，ときに数日から数週間（あるい

は数ヶ月）にわたり実際に／身体的に作品に「参加すること」が必要であるとい

う点だ。参加型アートは，まさに民族誌的フィールドワークが有効な対象と言え

るが，それは従来の美術批評における鑑賞の方法論ではとらえきれない実践とし

て批評家や美術史家を当惑させてきた（Bishop 2012: 5–6）3）。ふたつ目は，作品

の評価軸に関わる問題である。例えば，美術史家のビショップはアーティストと

参加者の協働制作のプロセスが「美的」ではなく「倫理的（moral）」な観点から
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批評される点を問題視してきた。キュレーターのマリア・リンドが，トルコの

アーティスト・コレクティヴ「オダ・プロジェシィ」とフランスを拠点に活動す

るトーマス・ヒルシュホーンを比較し，前者のほうが参加者との「より平等」な

協働関係を持っていたという点でその活動をより高く評価したことがある4）。ビ

ショップは，リンドの評価方法に疑問を呈する。そのようなやり方では各プロ

ジェクトの「視覚的，概念的，経験的（visual, conceptual, experiential）成果」が，

参加者とアーティストの関係性のあり方に関する価値判断の脇に置かれてしまう

からだ。ビショップによると，リンドの批評は制作プロセスにおける協働性と意

図性（intentionality）についての倫理的・道徳的（ethical）な判断に偏っており，

（アートに特有と見なされる）感性的な部分がおざなりにされている（Bishop 

2012: 20–23）。倫理や道徳か，あるいは感性か，いかなる基準によって参加型

アートは批評すべきか，という議論が美術史や美術批評を中心につづけられてき

た。また本特集の序論でも指摘されているように，個人の成果として作品を規定

してきた美術史や美術批評においては，多数の人間が関与する参加型の作品の作

者性をどのように位置づけるのかも大きな問題として残されている。

　評価の方法をめぐり議論がつづく参加型アートとは，西洋美術の伝統から断絶

し，従来的なアート作品とはまったく異なるものなのだろうか。現代美術の言説

は，作品のあり方（ものづくりから状況づくりへ，物質から非物質へ，ものから

プロセスへ等）と，アーティストのあり方（例えばクリエイター／アイデアを出

す人／マネージャー／キュレーター／メディエーターとしてのアーティスト等）

それぞれの変化に関する指摘に満ちている。そこではアーティストのあり方も作

品のあり方も大きく変化してきたと見なされるが，アートとして変化していない

部分はないのだろうか。人類学的な視点から考えたとき，そのようなアートの実

践をどのように論じることができるのだろうか。本稿では，作品の譲渡不可能性

の根拠と作品が生成するプロセスとの関係を見直すことで，これらの問いに答え

ていきたい。とくに「譲渡不可能性」に着目する理由は，それが人とモノの分離

という近代的な人格モデルを問題化しているからであり，アーティスト／参加者

（人）とその制作物・作品（モノ）の関係性を考察する際に示唆的だからである。

モースによると，贈り物には贈り主の人格の一部が宿りつづけるため，贈り物は

完全に譲渡されることはない（ゴドリエ 2000; モース 2008）。このような人とも
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のの分離が困難なあり方を念頭におきながら，本稿ではアート作品につくり手の

人格の一部が宿るような状況について作品を「つくる」視点から再考し，譲渡不

可能性を追求する試みとして参加型アートを見直してみたい。

ニューヨークにおける現代美術をとりまく状況

　本稿の議論はニューヨークにおける調査に基づいている。ここでフィールドの

詳細を紹介するのは紙幅の関係上困難なため，ごく簡単に本論と関係する要点の

み押さえておく。筆者は非営利組織として運営されるオルタナティヴ・スペース

を中心に，2006年頃から継続的に調査を行なってきた。オルタナティヴ・スペー

スとは，すでに評価の定まった作品ではなく実験的かつ新進の作品の制作と発表

のための場である。それは現代美術における商業主義を批判するアーティストの

実践でもあり，作品の売買を目的とはしていなかった。ニューヨークは美術市場

の存在が非常に大きく，世界的にも有名な画廊から若手が設立した小規模なもの

まで，その数は 1,500軒超とも言われる。アーティストは，アートと市場の関係

に何らかの明確な意見や態度を持っていることが多く，そのあり方は複雑だ。例

えば筆者が調査していたオルタナティヴ・スペースに関して言えば，運営面にお

いても（財政的には公的・私的助成金と寄付が中心），そこで活動するアーティ

ストたちの実践においても（オルタナティヴ・スペースで活動するアーティスト

の作品が商業ギャラリーで取り扱われることもある。それが同時に起こることも

あれば，時間的な隔たりをもつ場合もある）美術市場とも密接な関係をもちなが

ら，市場や商業主義とは一定の距離を保とうとしてきた。「参加型アート」は，

どちらかと言うとオルタナティヴ・スペースのような場所や理念に近いところで

発展してきた。昨今では美術館のコミッションを受けて実現されたり，美術大学

で専門の教育プログラムが設けられるなど，参加型アートが現代美術のジャンル

のひとつとして確立してきた。商業ギャラリーで取り扱われるケースもあるが，

それが直接売買の対象となることは―作品の性質上―多くはない。

　本稿で取り上げるアーティストはオルタナティヴ・スペースの調査を進めるな

かで知り合ったケースが多い。彼らも含めて現代美術のアーティストは，たとえ

商業ギャラリーに所属していても作品の売買のみによって生活できているケース

は稀だ5）。彼らは，大学や非営利組織，あるいは企業等に所属したり，あるいは
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フリーランスとしてデザイン等の仕事を請け負いながら，作品の制作・発表を続

けている。

参加型アートに参加すること

　それでは本稿で論じる参加型アートとは具体的にどのような作品なのか，いく

つか事例を挙げてみていきたい。たとえばニューヨークで活動するナンシー・フ

アン（Nancy Hwang）は，2000年代初頭から鑑賞者の直接的な参加によって成立

する作品を手がけてきた6）。マンハッタン内の公園各所でパブリック・アートを

行うプロジェクトの一環として行われた《S》（2002）で，フアンは公園の一角

にシャンプー台を設置し，訪れた人の髪を洗うという作品を発表した。戸外で真

夏に無料で洗髪してもらうこのプロジェクトには，通りすがりの子どもや話を聞

きつけた人が行列をつくることもあった。フアンはこの作品を，公共空間におい

て「見知らぬ人同士の間でいかに親密なコンタクトが生じるのか」についての実

験と位置づける。またケンパー現代美術館で発表された《これはカウチではない

（This is not a couch）》（2008）は，展示室内に設置したカウチにフアンが座り，

訪れた人と会話する作品だ。彼女はこの作品を通して，公共空間において見知ら

ぬ人々のあいだにできる壁にはたらきかけようと試みた。地元の人と話をするう

ちに，若者同士が出会う機会が少ないという「不満」を聞き出したフアンは，彼

女がそこで知り合った人たち同士を紹介する「お見合い（match-making）」を手

がけるようになった。結果的にいくつかのカップルが生まれ，数ヶ月後にフアン

がコンタクトをとった際も，まだ実際に関係が続いていたという。3つ目の例と

して，マンハッタンにあるアートセンターで行われたグループ展で発表した《家

で会いましょう（Meet Me at Home）》（2010）は，受話器をあげればフアンに直接

つながる電話を展示室内に設置した作品だ。電話がかかってくるとフアンはその

相手を彼女の自宅に招待し，お茶や食事をしながらしばしおしゃべりに興じた。

　これらの実践から分かるように，「参加型アート」においては鑑賞者の存在が

作品の完成に必須であり，彼らの身体的／直接的な関与がなければ作品が作品と

して成立しえない。そもそも，彼らを従来的な意味での鑑賞者と呼ぶこと自体，

適切でないと言えるかもしれない。「参加型アート」を手がけるアーティストは，

参加者としての鑑賞者が関わることで作品が成立するそのプロセス自体や，プロ
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セスにおいて生じる相互作用性（interactivity）を重視している。フアンと知り

合ってから，それまでの活動についてインタヴュー形式で質問した際，直裁的だ

が「作品をつくるプロセスをどのように経験しているのか（How do you 

experience the process of making objects or projects?）」と尋ねてみたことがある。彼

女のこたえは次のようなものだった。

たいてい，わたしはつよい信念（conviction）をもってプロジェクトを始めます。わたしに
は伝えたい何かがあって，それが何かをはっきりと言葉でどのように言えば良いのか，い
つもわかっているわけではないですが，それが明らかになるだろうということはいつも信
じています。……わたしはものに任せてそれが自然に開かれていくようにします（I often 
leave things and let them naturally unfold…）。そうすることで，観客／観る人／参加者は彼
らができるやり方でその作品を受けとめることができるのです。わかるかしら？ 観る人
それぞれが，彼らのできる方法で完成もしくは受容するまで，アイデア（伝えたい何か）
は伝わらないのです。（08/05/2017）

フアンにとって，プロジェクトの「完成」や「受容」は瞬間的な出来事ではなく

プロセスであり，そこには参加する人が必要とされる。そしてフアンが言うとこ

ろの「アイデア」は初めからあるというよりも，伝わっていくなかで個別に生じ

ている。

　これまでの調査の中で，アーティストたちは作品をつくるプロセスの重要性を

幾度となく筆者に教えてくれた。なぜフアンを含めアーティストたちにとってそ

のようなプロセスが，かくも重要な要素と見なされているのだろうか。先取りし

ていえば，それは作品とその制作者であるアーティストとの関係性から導きださ

れるアート作品の譲渡不可能性に基づいていると筆者は考えている。ここで述べ

る譲渡不可能性とは，アート作品とそのつくり手とのあいだの切断できない関係

性を示す。本稿では順を追って考察していくために，第 1章でまず 1968年に起

こったアーティストとその制作物の関係性を示す象徴的な事件について紹介した

い。展覧会場からアーティスト自ら，自作を強制撤去したという出来事は，現在

のフィールドの状況から考えると少し違和感を覚えるような，カウンターカル

チャーの全盛期に特有の実践のように思えるが，必ずしもそうとは言えない。

アーティストとその制作物の関係性を考えると，それは現在にも通じる行動と考

えることができる。その理由を譲渡不可能性の観点から考察していきたい。つづ
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く第 2章では，現代美術にたずさわるアーティストがいかに制作プロセスを見な

すのか，そしてそのプロセスはアーティストに何をもたらすのかを，いくつかの

語りをとおして考察することで，近代以降の譲渡可能かつ譲渡不可能なアート作

品というあり方をめぐる葛藤の要因を明らかにする。そこから，現代美術にかか

わるアーティストが作品をつくるプロセスを重要視する理由を分析する。第 3章

ではふたつの参加型アートの事例に基づいて，作品をつくるプロセスにかかわる

経験が参加型アートをアートとして位置づける可能性について，主にインゴルド

（Ingold 2013）やボルタンスキー・シャぺロ（2013）の議論を参照しながら論じ

る。これらの分析を通して，譲渡不可能なものをつくりだす試みのひとつとして

「参加型アート」を再考していく。

　参加型アート作品の内容や参加のあり方は非常に多岐にわたるため，本稿で取

り上げる事例がそれらをすべてカバーしているとは言えないし，そもそも参加型

アートを網羅的に論じることは本稿の目的ではない7）。本稿の目的は，観客によ

る身体的・直接的な作品への関与を必須とする作品において，制作プロセスの重

視がどのような意味を持ちうるのかを考察することである。それは，近年増加す

るタイプのアート実践を人類学の視点から理解することを可能にする。また参加

やプロセス，経験といった要素に価値が見出される状況は現代社会においてアー

トの分野に特有のものではないという点において，本稿の議論は教育や経済，

マーケティング，デザインといった異なる分野にも接合し得るだろう。

1 作品とアーティストの関係性

　第 1章では，近代以降の芸術実践における作品とアーティストの関係性につい

て，1968年にニューヨーク近代美術館（以下MoMAと記述する）で開催された

展覧会で起こったある事件をもとに議論を進めていきたい。それは，アーティス

トと美術館のあいだで生じる摩擦を象徴するような事件であり，より最近の

フィールドの状況を考えるうえでも参照点となり得るものである。

1.1 ニューヨーク近代美術館におけるボイコット事件

　1968年末から 1969年初頭にかけて，MoMAで 20世紀のアーティストが機械
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をどのように解釈してきたかをテーマにした大規模な展覧会「機械時代の終わり

にみる機械（The Machine as Seen at the End of the Machine Age）」（以下「マシー

ン」展と記述する）が開催された8）。出展アーティストのひとりタキス・ヴァシ

ラキス（Takis Vasilakis，通称タキス）は，自身の制作活動の現状をより明確に示

すような最近の作品が展示されることを望み，キュレーターにその要望を伝えて

いた。しかし展覧会では，彼の望みに反して MoMAが所蔵する古い作品《テ

レ・スカルプチャー（Tele-Sculpture）》（1960）が展示されることになった。納得

できないタキスはその決定に抗議するため，会期の途中に仲間のアーティストた

ちとともに《テレ・スカルプチャー》を展示室内から撤去し彫刻庭園へと移動さ

せた。磁力で動く彫刻を開発し，当時マサチューセッツ工科大学でアートと科学

技術の融合を試みていたタキスは，およそ 8年前の自作が「マシーン」展で他の

アーティストのより新しい作品に囲まれた際に，古く廃れて見えてしまうことを

懸念していたようだ。そして，そのような状況に対してアーティスト側は為す術

をもたないという事態が何より問題視された（Lippard 2002: 83–84; Frascina 1999: 

135–136）。

　作品の撤去に際してタキスらが発表した以下の声明には，MoMAでの行動に

ついて「作品がアーティストの明確な承諾なしに展示された」ためと説明されて

いる。彼らが訴えるのは「自身の作品に対するアーティストの管理（artists’ 

control over their works）」であり，ここで美術館はそれを阻むものと見なされた。

彼らは美術館の所有となった後の作品の処遇に関して次のような要望を出した。

わたしたちは，誰が法的に作品を所有していようとも，アーティストの存命中に自身が作
品展示に関して全くコントロール出来ない（be unable to exercise any control）ということを
目にあまる不正と考えています。上記の不正と関連して，私たちは現在の美術館のいくつ
かのやり方に反対します。
1． 存命アーティストによる承諾なしに作品を展示すること
2． 存命アーティストの作品にたいして美術館やギャラリー，個人コレクターがもつ管理
の程度

3． 美術館とアーティストのあいだの，とくに作品のメンテナンスと設置についての協議
の欠如

4． 宣伝目的で写真やその他の素材を許可なく使用すること
 （“Statement of January 5, 1969”）
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上記の声明文におけるタキスらの抗議の核は，自らつくったものが自分の手を離

れ，美術館でキュレーターによって操作され，アーティスト自身がコントロール

できなくなるという点にあった。1から 4の要求が示すように，彼らは作品の法

的な所有者がかわったあとも，アーティストたちが自作に対して何らかの影響力

を保ちつづけることができるよう訴えたのだ。

　なぜアーティストたちは，美術館やギャラリーの所有となった作品に対してそ

のように訴えるのか。ゴドリエが指摘したように，このような状況を所有権と使

用権の区別という観点から説明することも可能だが，「権利の規則は，それが行

使される現実の根本的な性質を説明できない」（ゴドリエ 2000: 137–138）。そこ

で人とモノとの関係性を問う人類学的な観点を採用することで，タキスらの前提

としていた作品‒作り手の関係性からこの一件を見直してみよう。タキスらの主

張は，作品が新たな持ち主の手に渡っても，それはつくり手であるアーティスト

と完全に切り離されるものではない，という考え方に基づいていた。タキスはあ

るものに投じた時間と労力から得られる近代的な所有の権利9）を主張していた訳

ではなく，つくる行為を通して作品とのあいだに生じた譲渡不可能性を主張して

いたのだ。

1.2 対立の原因はどこにあったのか

　結局，タキスは仲間たちと一時間半に及ぶ「座り込み（sit-in）」を行い，当時

のMoMAの館長との 2時間におよぶ協議ののち，自身の作品を「マシーン」展

から取り除くという口頭の約束を得ることに成功した（Lippard 2002; Frascina 

1999）。なぜアーティストたちは，自らがつくった作品（もの）に譲渡不可能性

を見出し，自身との紐帯をもちつづける必要があると考えたのだろうか。タキス

たちアーティストのとった行動を「制作主体に帰すべき権利の主張」や「搾取さ

れるアーティストによる訴え」と還元し結論づけるだけでは，彼らの焦燥の要因

には近づけないように思われる。議論を深めるために，ものと人，商品とその制

作者の関係についての古典的な議論を確認しておきたい。

　西洋近代における所有や譲渡は，人（主体）ともの（対象）の明確な分離に基

づいている。市場で流通する商品において，ものと制作者との関係は切れている

必要がある。だからこそ，それは市場を自由に流通することができるのだ。一
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方，人類学が主として研究してきたような贈与の場面においては，人（贈り主）

ともの（贈り物）を切り離すことはできない。ものには贈り主の人格の一部が

宿っているからだ。そのような，ものが完全に他者のものにはならない，他者に

引き渡すことができないという状態を譲渡不可能性という。タキスたちの要求

は，ものと人とが切断不可能であるという意味での「譲渡不可能性」に基づいて

いた。一方でタキスの作品を所有する美術館側はその時，作品を譲渡可能なもの

と見なしていたことになる。

　注意すべきは，アート作品を譲渡可能な商品あるいは譲渡不可能な贈り物とし

て二項対立的に問う方法だ。アート作品は商品か贈り物かいずれか一方というよ

りは，いずれでもある。たとえばキルシェンブラット‒ギンブレット（Kirshenblatt-

Gimblett 2001）（以下 KGと記述する）は，アート作品の商品性を考察する際，

「芸術の社会生活（the social life of art）」として，作品が非市場的な段階と市場の

段階を，時間的，空間的に経ていくものと見なした。まずアーティストがアトリ

エで作品を制作している段階においては，作品は（理想的には）市場のためにつ

くられているわけではないので譲渡不可能なものと見なされる（Kirshenblatt-

Gimblett 2001: 264）。次に市場の段階が想定されており，作品は― KG曰く「非

常に独特の（no ordinary）」―譲渡可能な商品として取引される。そして三つ目

の段階として挙げられるのは美術館だが，全ての作品がそこに至る訳ではない。

美術館は作品を市場から取り除くことでその譲渡不可能性をふたたび作品にもた

らす。しかし KGも指摘しているように，美術館と市場はもちろん切り離せるも

のではないし，とくに現在では制作と美術館，あるいは制作と市場の段階も密接

に関係していると言えるだろう10）。また美術館と市場のあり方に関しては，例え

ば美術館が作品を売りに出すことは一種のスキャンダルと見なされ，激しい論争

のもととなってきた。それが美術館の存続に関わるような財政上の問題であれば

仕方ないと見なす意見がある一方で，公衆の「信用」の失墜という倫理的な観点

から絶対になすべきではないという反対意見も多い（Finkel 2009）11）。この場合

美術館が，作品の譲渡不可能性を担保する機関として位置づけられるからこそ，

作品を譲渡可能なものとして扱うことに対する激しい反応が引き起こされたと考

えられる12）。

　先述のタキスの事件においては，作品の売却とは異なるレベルで，美術館が作
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品を譲渡可能なものとして取り扱う様子が確認できた。アート作品が譲渡可能性

と譲渡不可能性の両面を備えているからこそ摩擦が生じるのであり，重要なのは

個々の状況においてなぜそのような激しい反応が起こるのか，そこで何が問題化

されているのかという点であろう。KGの議論では，あるものが譲渡可能か譲渡

不可能かは「段階的な問題（processual issue）」として結論づけられている

（Kirshenblatt-Gimblett 2001: 265）。しかしタキスの事例からもわかるように，KG

が言うところのそれぞれの「段階」において，非市場的なものと市場的なものと

しての作品の性質は，つねに同時に存在している
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と見なすほうがよりフィールド

の状況に即しているのではないだろうか。作品は譲渡可能であり譲渡不可能でも

あるものとして存在しつづけている。

　タキスは，自分の作品を譲渡可能でありつつ（だからこそ彼の手を離れて美術

館に収蔵されている），譲渡不可能なものとみなしていた（だからこそ展示室か

ら運び出し，アーティストの権限を訴えた）が，美術館という制度側にとって，

そのときタキスの作品は譲渡可能な対象として位置づけられていた。あるいは，

近代以降の美術制度自体が，そもそもそのような前提で成立してきたと考えるこ

ともできるだろう。

1.3 商品としての作品，贈り物としての作品

　つぎに「アート作品」が近代以降に占めてきた位置―譲渡可能性と譲渡不可

能性を同時に兼ねそなえた存在としての作品―と西洋の美術制度についても確

認しておきたい。それまで教会や貴族，王族との直接的なつながりや支援によっ

て可能になってきたアートは，近代以降その拠り所を市場に求めることとなる。

商品となることでアート作品はアート作品として成立し，原理上は
4 4 4 4

宗教や権力か

らは自由なものとして，資金や機会さえあれば市民が鑑賞したり入手したりでき

るものになった。しかし，その商品性はたくみに隠されてもきた。

　商品が市場を自由に流通する対象化され自律したものとして想定される一方

で，贈り物はその持ち主から完全に切り離してしまうことはできない。近代社会

における贈り物の一例として論じられてきたアート作品（モース 2008; Weiner 

1992; Hyde 1979）は，商品として市場を流通するものの，売買に関連して常に何

らかの負荷を生じさせてきた。アート作品が商品であること，あるいは作品の譲



273

登 　アート作品の譲渡不可能性

渡可能性について，当事者であるアーティストたちの反応は複雑だ。フィールド

における日常会話から美術批評のレベルまで，作品の商品性を前面に押し出す

アーティストに対する評価はいつもどこか煮え切らない。画廊主（gallery owner）

でさえ運営のビジネス的側面についてのみ語るのを好まず，商業的側面よりも文

化的な側面，商品としての作品よりも贈り物としての作品の性格を強調しようと

する点は，美術市場を対象とした研究においてもたびたび指摘されてきた

（Abbing 2002; Velthuis 2007）。

　アートの売買に関しては，プライマリー・マーケットとセカンダリー・マー

ケットと呼ばれる大きく分けて二つの市場が存在する。前者は作品が初めて取引

きされる市場を指し，具体的にはアートギャラリーやアートフェアが挙げられる。

後者は，プライマリーでかつて販売された作品が購入者の手を離れて転売される

市場であり，サザビーズやクリスティーズといったオークションハウスが代表的

な例として挙げられる。メディアで取り上げられる天文学的な作品の価格は，た

いていセカンダリー・マーケットにおいて発生する。ニューヨークとオランダの

アートギャラリーに関する民族誌的調査を行った社会学者のヴェルチュイスによ

ると，アート作品の商品としての特徴を徹底的に抑制しようとするアートギャラ

リーの対極にあるのがオークションハウスだ（Velthuis 2007: 88）13）。そこでは，作

品が投機の対象としても位置づけられ得る。そのような，作品を純粋に譲渡可能

な商品として見なす姿勢はプライマリー・マーケットにおいては稀であり，巧み

に避けられるのは多くの先行研究が示してきた通りである（Shultheis 2017; 

Velthuis 2007）。アーティストともコレクターとも親密な関係を継続させるために

努力を惜しまないプライマリー・マーケットの画廊主のなかには，オークション

ハウスを「利益優先で強欲」と批判する者もいる（Velthuis 2007: 86）。

　これまでの美術市場に関する研究では，とくにプライマリー・マーケットで生

じるさまざまな特異な状況や葛藤が報告されてきた（Plattner 1996; Abbing 2002; 

Velthuis 2007; Beech 2016）14）。それは，商品であり贈り物でもある／譲渡可能で

ありながら譲渡不可能でもあるというアート作品のあり方に起因するものだ。人

類学的なアート研究としては，個別の現場で生じる摩擦や葛藤に目を向け，その

要因を考察する必要があるだろう。注意しておきたいのは，本稿が「商品として

のアート作品」や作品の譲渡可能性を否定するものではないという点だ。もちろ
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んアーティストが作品を譲渡可能なものと見なしたり，画廊主やキュレーターが

「アート作品の譲渡不可能性」を主張するケースもあるだろう。その場合，それ

ぞれの見方が生じるあり方を個別に論じる必要がある15）。

　ここで，「参加型アート」が美術館やアートマーケットといった芸術の制度的

機関においてどのように取り扱われてきたのかについても簡単に触れておきた

い。そもそも一時的な実践である参加型アートは市場での取引に馴染むものでは

ない。とくに大型のプロジェクトになると，その多くは助成金をもとに実現され

てきた。参加型アートの映像や写真による記録，プロジェクトのなかでつくられ

たものや使用されたものがギャラリーや美術館で展示されたりプライマリー ･

マーケットにおいて取引される場合もあるが，筆者が調査したアーティストたち

はそれらを作品本体ではなく副産物のようなものと見なしていた。記録も重要だ

が，作品は時間とともに展開していくなかにこそ存在すると考えられているから

だ16）。あるいは参加型アートを手がけるアーティストが，並行してより容易に

「売れる」作品を手がけている場合もある。その場合「参加型アート」の資金を

集めるため，という説明がなされることも多く，それらを購入する側もアーティ

ストの支援という意図を表明することが多い。

　ここまでアート作品の譲渡可能性と譲渡不可能性という差異が美術館や市場で

複雑に現れるあり方をみてきた。次章ではその差異について，作品をつくるプロ

セスをアーティストがどのようにとらえているのか，という点から考察してい

く。アーティストたちはそのプロセスを，アーティストとそうでない人を区分す

る重要な経験として語る。彼らのことばから，アーティストの人格から切り離す

ことが困難な作品―譲渡不可能なアート作品―というあり方が，「つくる」行

為／プロセスと密接に関係する点を考察していきたい。

2 作品をつくるプロセス―「もの」として／「対象」としての作品

　「芸術作品」の制作プロセスについては，社会学や人類学の分野でこれまでも

さまざまな議論がなされてきた。例えば社会学者のハワード・ベッカー（Becker 

1982）は，集団的営為として作品の制作をとらえ，孤高の天才による神業的な実

践というロマン主義的な見方を否定した。作品をつくるという行為は，アーティ
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ストによる単独の実践ではなく，それを可能にするあらゆる人―画材等の製造

者やそれらを売る者等々―の存在によって可能になるものだからだ。同じく社

会学者のナタリー・エニック（エニック 2005）は，完成された芸術作品群が評

価を獲得していくプロセスについてゴッホを事例に分析した。

　ベッカーやエニックによる集団的営為の分析が人間の行為者のみを対象として

いたのに対し，アクター・ネットワーク理論を美術館の現場に援用した人類学者

のアルベナ・ヤネヴァ（Yaneva 2003a; 2003b）は，人とものの関係性の束として

作品をとらえている。ヤネヴァはインスタレーション作品の制作現場において，

美術館の建物，キュレーターや設営の技術者，ボランティアなどそこではたらく

人々，アーティスト，制作のための材料といったばらばらのものたちがいかに関

係をむすぶことで作品が作品として現れてくるのかを民族誌的に論じた。アー

ティストは創造する主体というよりも，それらのものたちを取り結ぶメディエー

ターとして位置づけられる。

　より最近では，ティム・インゴルド（Ingold 2013）も創造する主体としての

アーティストという従来的な見方の批判を行っている。ハイデガーを引用しなが

ら，インゴルドは作品を完成され固定化された「対象」ではなく，ひらかれ，常

に成長途上の「もの」として位置づける17）。インゴルドによると，「もの」をつ

くるアーティストは「能動的な物質の世界のうちにある参加者」であり，物質と

「力を合わせる（join forces）」ことで，作品という「もの」の出現に寄り添う

（Ingold 2013: 21）。アーティストの役割とは「あらかじめ用意されたアイデアを

実現させることでなく，作品を生み出すものの力や流れに随伴すること」なのだ

（Ingold 2013: 96）。ただ，ここでインゴルドがとりあげる作品の事例は彫刻やオ

ブジェ等の従来的な形態の芸術作品であり，それらが具体的にどのようにつくら

れているのか，またそのプロセスをアーティストはどのように経験しているのか

については言及されていない。インゴルドの議論の射程に昨今の参加型アート的

な実践はないものの，ものとつくり手に関する彼の議論はそれらの実践を考察す

るうえでも示唆的だ。

　ヤネヴァやインゴルドの議論は，主体としての制作者によって完成させられる

客体としての作品という図式を批判している。しかしこれらの先行研究では，作

品をつくるプロセス，その経験がアーティストにとってどのような重要性をもっ
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ているのかという理由について問われることはなかった。制作過程のなかで影響

をうけ変化するのは，材料や素材だけではなく，それにたずさわる人間／つくり

手でもある。現代美術というフィールドのネイティヴであるアーティストたち

は，いかにつくるプロセスを経験しているのか。そのような問いに応えていくこ

とは，同時代のアート実践の人類学的再考にもつながるだろう。

2.1 アーティストが語る作品をつくるプロセス

　ここから，作品をつくるプロセスに関するアーティストの語りをいくつか見て

いこう。以下で取り上げる発言はいずれも同時期に行ったインタヴュー調査に基

づいており，それぞれのアーティストの制作活動について話してもらうものだっ

た18）。もちろん，ここで取り上げるキュレーターや批評家像はほんの一側面であ

ることを断っておく必要があるが，キュレーターとの対比で説明されるアーティ

ストに特有の考え方や見方に共通点が見出されたことは注目すべきだろう。例え

ば観客とのインタラクションを重視するパフォーマンス・アートで知られる C

は，作品をみる方法について，それがキュレーターや批評家とどのように異なっ

ているのかを以下のように説明する。

アーティストは大部分のほかの人とは異なった作品の見方をします。というのも，アー
ティストはアートをつくるプロセス（the process of making art）を知っているからです。
キュレーターや批評家は出来上がったもの（product）と関わるだけですから。……アー
ティストはプロセスに関心を持っています。どのようにそのイメージに至ったのか，アー
ティストであればその軌跡がわかります。……芸術作品を制作する（to produce a work of 
art）のに必要なことは，ほとんどの鑑賞者たち（viewers）にとっては失われてしまってい
るけれど，アーティストは本質的にそれを理解します（05/21/2013）

作品を前に，このアーティストはそれがどのようにつくられたのかという過程に

まず着目するという。ここで「プロセス」は，アーティストであるならば共有でき

る経験として，アーティストとそうではない人とを分割する試金石のようなもの

として語られる。写真を学んだ後，映像作品やパフォーマンス・アート，参加型

アートに取り組んできた Aも同様に「つくる過程」を重視する発言をしている。

わたしたち（アーティスト）は，つくる過程（the process of making）を見ることに取り憑
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かれている（obsessed）かもしれないですね。彼ら（キュレーター）はアートの創造（the 
creation of the art）を観察するかもしれないけれど，それを経験はしません。だから彼らが
それをどんなものか分かっているとは思えないんです。彼らはより成果物（outcome）を
大事にしますね。（06/18/2013）

ここでも成果物を重視するキュレーターと，つくる過程を重視するアーティスト

という対比が用いられている。前章のタキスの一件では，対象としての作品とも

のとしての作品のあり方を論じたが，この語りにおいても同様の対比がはたらい

ていると言えるだろう。つまり，アーティストはほかのアーティストの作品をみ

る際も，それが目の前に現れるまでの流れのなかで，ある意味で「ひらかれたも

の」として作品を把握しているのだ。観客とのやりとりを重視するメディア・

アートやパフォーマンス・アートに取り組んできた Gもキュレーターとの対比

を用いて次のように語る。

わたしにとってアートの最も重要なところは驚きにあります。作業しているとき（working），
何の作業をしているかはわかっているけれど，全てをわかっているわけではありません。
最も大切なことはわたしが知らない部分にあります。アートを作る（make art）のは，わ
からないからです。理解できない，だから理解するためにアートをつくるのです。（中略）
キュレーターにはアイデアがあります。建築家みたいに，計画があります。だからわたし
はキュレーターたちと問題になることが多いですね。（中略）最高のキュレーターはアー
ティストとプロセスを共有しともに作業する（work in process with artists）ような人です。
曖昧なテーマのもとにね。（05/30/2013）

Gにとってキュレーターの理想像は，「プロセスを共有しともに作業する」者だ。

アーティストたちがこのように「つくる過程」を重視するのはなぜなのだろう

か。「つくる過程」では一体なにが起こっているのだろうか。これまで作品づく

りの動機に関して「（答えが）わからないから（作品を）つくるんだ」とか，作

品をつくることで「はっきりとは自分自身でもわからない何かが明らかに」なる

と信じてつくっている，あるいは「アートは実験のようなもの」といったアー

ティストによる説明をたびたび耳にしてきた19）。何らかの問いに対する答えや

ゴールというものが完璧に決定されていたり，事前に完成図が出来上がってい

て，そこに向かって諸々の素材なり道具なりを揃え作業を行っていくというより

も，スケッチやラフなアイデアを試してみたり，その時々でアクセスしやすい材
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料を組み合わせることで，徐々にゴールがゴールとして現れでてくる20）。そう

いった過程として作品づくりをとらえるアーティストは多い21）。

　またアーティストが作品の構想を練る方法も多岐に渡る。スケッチやメモ，リ

サーチやインタヴューなど，何らかの外的に観察できる方法を通して構想から実

現に向けて直線的に進んでいく場合もあれば，以前の作品やプロジェクト，出来

事などが再登場しプロジェクトの起点を定めるのが困難な複層的な進み方をする

ケースも多い。また従来的な意味での「構想」というのがない場合もある22）。つ

くりながら考える場合もあれば，プランに余裕をもたせて微調整をかさねていく

場合もあるし，綿密に構想をたてても計画どおりに進まないこともある。さらに

そのような不確定性が重視される構想もある23）。

　作品をつくるプロセスを，人（アーティスト）ともの（素材）の相互的な関係

性のなかで，素材が変形し，つくり手自身も変わっていくような過程としてとら

えると，「ものをつくる主体」と「つくられた客体」という二分割は適切ではな

い。「理解するためにアートをつくる」とアーティストが言うとき，変化するの

は素材だけではなく，つくることで何かを理解していくアーティスト自身でもあ

る。作品をつくるプロセスにおいては，主体（アーティスト）と客体（もの，素

材，作品）の布置が一般的に考えられているような状態とは異なり分離されては

いない。先述のアーティストの語りから，作品をつくるプロセスを経験的に

「知っている」アーティストは，ほかのアーティストの作品と接する際も―イン

ゴルドのことばをかりると―作品を固定された「対象」としてよりも，ひらか

れた流れのなかにある「もの」としてとらえていることがわかるだろう（Ingold 

2013）24）。ここで取り上げたアーティストの語りからは，作品を完成された「対

象」と見なすキュレーターおよび美術館，生成する「もの」と見なすアーティス

トという対比を確認することができる25）。

　確認しておきたいのは，本稿はキュレーターあるいはアーティストといった立

場による見方の相違を主張しているわけではない点だ。キュレーターも，あるい

は第 1章でみた画廊主も，芸術作品の二面性と矛盾を認識しているし，アーティ

ストにとって作品が「対象」となるときも，キュレーターにとってそれが「も

の」となるときももちろんある26）。「もの」でもあり「対象」でもあるアート作

品のあり方を知っていながら，どちらかの見方を取らざるを得ないような状況が
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生じうる。だからこそ，葛藤はより激しいものになるのではないだろうか。その

ような事例のひとつが，1968年の美術館におけるタキスの一件だったのだ。

2.2 アーティストと美術制度，それぞれにとっての作品の位置づけ

　先述のアーティストの語りから，1969年に行われたタキスとその仲間のアー

ティストのような奇抜な抗議行動というかたちはとらなくとも，アーティストと

キュレーター，あるいはアーティストと美術館のあいだの緊張関係は，より最近

の現代美術のフィールドでも観察し得ることが分かる。昨今のアーティストが語

る「つくるプロセス」の重要性から，かつてのタキスの主張の主旨―作品は譲

渡不可能なものであり，作者である彼自身とは切り離せない状態にあるため，そ

れが美術館に収蔵された後も何らかの権利をもちつづけられるべきだ―を再考

することができるのではないだろうか。つまり彼の主張の根拠は，主体と客体の

従来的なあり方が無効になる「つくる」行為に基づいていると考えることができ

る。つくるプロセスにおいて，つくる主体としてのアーティストとつくられる客

体としての作品という分離はなく，それらは切断不可能な状態を経て展開してい

く。そのような経験こそが，アート作品の譲渡不可能性のもとになっているので

はないだろうか。

　しかし美術館などの制度側においては，つくるプロセスに基づいた譲渡不可能

性は考慮に入れられなかった。近代以降の美術制度は，主体と客体の区別を前提

として成立してきたため，それらをより混交的なものとしてとらえるアーティス

トとのあいだで葛藤が生じてきたと考えられる。人とものがつながり混じりあい

交差するようなプロセスをアーティストが重要視するのは，作品が通常とは異な

る存在のあり方を示し得るものだからだ。近代社会において商品として流通する

アート作品は，インゴルドの語を借りると，客体であり閉じた「対象」（Ingold 

2013）として見なされがちだ。アーティストと制度のあいだで生じる摩擦の多く

は，アーティストが「対象」とは異なる，ひらかれた「もの」（Ingold 2013）と

して芸術作品を示そうとしてきたことに端を発する27）。

　贈与論の視点から現代美術における参加の問題を見直してきた人類学者のロ

ジャー・サンシは，アーティストと参加者のあいだの解消できないヒエラルキー

に焦点を当てる（Sansi 2015）。すなわち，参加型アートをとおして参加者に「分
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配されたパーソンフッド」と引き換えに，アーティストはアート・ワールドでの

名声と評価を得るが，それが参加者と分かち合われることはない（Sansi 2015: 

101）。贈与論に基づく批判的な分析として，サンシの議論は昨今の参加型アート

の取り組みについての悩ましい一面を示しているが，参加型アートが近代以降の

アート実践においてどのような位置をしめているのか，それは従来的なアートと

どのように異なり，なにを共通点としてもっているのかについては明確にされな

い。また人類学が長らく問いつづけてきた当事者―ここではアーティスト―の

視点には十分に触れられていない。本稿ではここまでの議論において，とくに譲

渡不可能性と制作プロセスの経験に焦点を当てることで，それらの問いと課題に

答えてきた。

　つづく第 3章では，具体的な参加型アートの事例をもとに議論を進める。参加

型アートにおいて完成までの「つくる」過程に観客の存在が必須であるという性

質は，観客が作品を「つくる」ことを直接的に経験することを意味する。本章で

確認したように，「つくる」過程においてアーティストたちは近代的な主体と客

体とは異なる存在のあり方を知る。それこそが，作品を譲渡可能な商品としてで

はなく，譲渡不可能なものとしてとらえるきっかけをつくるのではないだろう

か。観客が「つくる」ことに参加することで，彼らは絵画や彫刻といった従来的

な作品において直接的・身体的にもちづらかった新たな存在のあり方を経験す

る。みる／参加する側にそのような経験をもたらす「参加型アート」は，インゴ

ルドの述べる「『ひらかれたもの』としてのアート作品」という存在のあり方を

示していると考えられるだろう。

3 参加型アートとそのプロセス

　ここまで 1）譲渡可能であり譲渡不可能でもあるアート作品のあり方について，

そして 2）アーティストにとって作品をつくるプロセスがどのような意味をもっ

ているのかについて議論を進めてきた。明らかになったのは，アーティストが作

品を譲渡不可能なものとして見なすあり方が，作品をつくるプロセスの経験と密

接な関係をもっているという点だ。では，参加型アートにおいて重視される作品

をつくるプロセスとはどのようなものなのだろうか。また，そのプロセスを経て
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つくり手もつくられるものも変容していく，とは具体的にはどのようなことなの

だろう。本章では，参加型アートとその参加／制作のプロセスにおいて実際にど

のようなことが起こっているのかを，二つの事例をとおして考察する28）。いずれ

の実践も，トランプの大統領就任を巡って変化の只中にあるアメリカ社会と個人

の探求を主要なテーマとしている。両者においてアメリカという社会は表象／描

写される対象というよりは，探求され見出されるべき未知のなにかとして設定さ

れている。前者の《アメリカのどこかで》は，中堅アーティストによる現代美術の

プロジェクトをサポートする助成金を受けて実現された。後者の《憲法を書き写

す》は，当初はアートとして初められた訳ではなく，活動が進むうちにアート（と

くに「社会的なアートプロジェクト」）と見なされるようになったものである29）。

3.1 つくること，かわることのプロセス― 《アメリカのどこかで》（2016–）

　ひとつめの事例として，本稿の冒頭で紹介したアーティストのナンシー・フア

ンによる最近の取り組みのひとつ《アメリカのどこかで（Somewhere in 

America）》（2016–）についてみていきたい。フアンが「アメリカを探索するため

のプロジェクト」と呼ぶように，これは 2016年の大統領選をめぐって「アメリ

カで一体何が起こっているのか」，その状況をよりよく知りたいというフワン自

身の欲求が発端となっている。ニューヨークに住む彼女にとって，ニューヨーク

以外の地域やアメリカ社会という総体は未知なものとして見なされる。彼女は，

これまで訪れたことのない土地を知らない者同士で旅することで，「私たちは何

者なのか」という問いをより広い視点から見直すことができるのではないかと考

えた。そこでアメリカ国内での数日間（3泊 4日）の旅行案を公募し，選ばれたプ

ランに沿ってフアンと参加者の二人が実際に旅をするプロジェクトが始められた。

　旅をすること，数日間をフアンと参加者が共に過ごすこと，時間の流れのなか

にあるそういったプロセス自体が，多くの参加型アートと同様に重要視される。

完成作品の姿があらかじめ定められている，というよりは，旅においてアーティ

ストと参加者が協働で持続的に「作品としての旅」を見出していく。そして旅行

が終了した後には，参加者の文章と写真による旅の記録がウェブサイト上に掲載

される。

　ひとつめの旅には，ウィスコンシン州のエフィジー・マウンズ国定公園（Effigy 
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Mounds National Monument）に訪れたい，というニューヨークのアップステイト

に住む男性の旅行案が採用された。生地であるウィスコンシン州には，彼が九歳

のときに引っ越してから戻っていない。そこで生まれ育ったことが，大人になっ

た自分にどのような影響を残しているのかを考えてみたいというのが初めの動機

だった。ただ生家を訪れる私的で「ノスタルジック」な旅は「アメリカ社会の探

求」というテーマにはふさわしくないと考え，かねてから興味のあったエフィ

ジー・マウンズと呼ばれる墳丘群に行き先を決めた。何のためにつくられたのか

はっきり分からないおよそ 3000～ 1000年前の盛り土は，円形のほか動物のかた

ちをしているものもある。彼は，普段の生活から離れた「精神的な出来事

（spiritual event）」をこの旅に求めようとしていた。

　ふたつめの旅は，高祖母が暮らしていたウエストバージニア州のユニオンを訪

れたいという女性の案が採用された。彼女自身はフアンと同様，ニューヨークで

暮らすアーティストであり，主に絵画作品を手がけている。ユニオンに住んでい

た高祖母の日記を発見したことが，この旅の直接的な動機だった。日記をとおし

て高祖母の祖父の遺産相続のリストのなかに奴隷が含まれていたことを知り，現

在のアメリカにおける南部と北部のちがいや白人と白人以外の人々のあいだの関

係性を彼女の家族に関わる歴史的な問題として見直したいと考えた。歴史的にも

地理的にも文化的にも隔たった祖先が行っていたことをどのように考えれば良い

のか，ヨーロッパから来たアメリカ人とアフリカ系アメリカ人の関係をどのよう

に考えれば良いのかを，旅を通して考えたいというのが彼女のプランだった。そ

れはアーティストでもある彼女自身の作品制作のためのリサーチという側面も

もっており，「ずっとその計画について考えていたとき」たまたま知り合いから

フアンのプロジェクトを紹介された。人種に関わる社会的な事象はフアンの求め

る「アメリカ社会の探求」の旅にも適うだろうと思われた。彼女はそのプロジェ

クトを「予期せぬ幸運（serendipity）」ととらえた。

3.2 旅をとおして

　3泊 4日の旅の道中，あらゆることを事前に計画し，すべてがその通りに進む

ということはあり得ない。ものづくりとしての作品制作と同じように，作品とし

ての旅においても事前に全てを計画しておくことは不可能だ。参加者のつくった
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プランに沿って道程が決められ，フアンは出発前に入念に下調べをする。しかし

予約した宿のオーナーがたまたまキーパーソンとなる人の知り合いであったり，

地元の飲食店で偶然隣り合わせた人が重要な情報を持っていたり，道に迷って予

期せず面白い場所に行き着いたり，そういった出会いは事前に準備できるもので

はない。人類学者のフィールドワークと同じく，彼らの旅も偶然の出会いやチャ

ンスによって進められた。「ふたりで旅行する」ことが重視されているので，そ

れらの旅に筆者が同行することはできなかった。代わりにフアンと参加者から旅

行を終えた後に詳細を聞くことにした。二人が共に強調したのは，フアンのオー

プンな人柄（openness）と旅自体がオープンに進められた点である。

マウンドを見ていたのは 5時間くらいだけ。だから残りの時間，ほかに何かしないといけ
ない。何をするかは，その場で二人で決めるんだ。二人とも何に対してもオープンだった。
全てのプランは有機的（organic）に生まれていったよ。例えば泊まった街に小さなカジノ
があったんだけど，僕たちふたりとも全くそういうものに興味はない。ナンシーは言うん
だ。二人ともカジノなんかしたくないからこそ，敢えてやってみない？ って。そういう
やり方は，すごくナンシーらしいよ。

ひとり目の参加者は，フアンと旅がどのようにオープンであったかを以上のよう

に評価した。アーティストでもあるふたり目の参加者は，とくにフアンの人柄と

その作品について次のように語る。

彼女はとても親密だけど同時に全く親密じゃない。彼女はカードをすべて見せている訳
じゃないのに，とてもオープンなの。それは本物の技術だと思う。彼女はいつも「わたし
は作品をつくってない，わたしはなにもしてない」なんてうそぶくけど，もちろん，彼女
は作品をつくっている。……彼女のアートと彼女の生活は何か一緒にはたらいているわね
（her art and her life do something together）。

アーティストでもあるふたり目の参加者にとって，参加型アートとしての旅が

オープンであること／ひらかれたプロセスを辿ること自体は改めて強い印象を残

すようなものではなかったようだ。それでも，作品としての旅にたずさわるフアン

自身の人柄は彼女にとっても特徴的なものであり，そこにアート性を見出した30）。

　もう一点，ふたりの参加者が繰り返し口にしたのは，フアンと彼らがこのプロ

ジェクトをとおして「本当の友だちになった」という点だ。誰と誰がいつどこに
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行き，誰と出会うのか。そこには偶然や未知の要素も大いにあるだろう。参加者

によって異なり得る旅によって，アーティストも参加者も期待していなかったよ

うな変化がもたらされた。彼女たちは旅行が終わった後も，メールや SNSで頻

繁にやり取りをしたり，週末に会うようになったのだ。これは，フアン自身も予

想していなかった。参加型アートの作品が，現実にはたらきかけ，現実を変えた

ことになる。彼女たちの関係は，旅行とともに終わった訳ではなかった。旅をと

おしてそれに参加した人の関係性を変えた。参加者たちが「私たちの旅（our 

trip）」と言うとき，作品／プロジェクトとしての旅と彼ら自身をもはや切り離す

ことはできない。

　フアンの実践だけでなく，この種の参加型アートの成功は，現実／日常を実際

にいかに変えたのか，という点に基づいて語られることが多い。作品に参加する

過程を経験し，その経験をとおして実際になんらかの変化が起こる。フアンの事

例では，プロジェクトの終了後にアーティストと参加者が友人になった点が「誇

らしげ」に語られた。作品をつくるプロセスを通して現実が変わるという点が，

参加型アートにおけるひとつの評価の軸となっている。これは，従来的な美術批

評の評価軸には馴染まない。また，作品はあくまでアーティストに帰するものと

見なす従来的な美術史や美術批評の前提においては，参加することをとおして作

品と参加者とのあいだに発生する関係性は議論の射程に入ってこない。

3.3 プロセスを経験すること，なにかをアートとみなすこと―《憲法を
書き写す》（2017–）

　もうひとつの事例《憲法を手書きする（Handwriting the Constitution）》（2017–）

について考えてみよう。ひとつ目の《アメリカのどこかで》が初めからアートプ

ロジェクトとして構想され遂行されたものであったのに対し，これはアーティス

トのモーガン・オハラによる個人的な取り組みとして始められた。オハラはパ

フォーマンスやドローイングで知られるアーティストだが，彼女自身初めは憲法

の手書きという行為自体がアートになるとは考えていなかった。

　2017年 1月 5日，トランプの大統領就任式が行われる日の朝，オハラは「憲

法を書き写す」ことをふと思いついたという。ふだんから気に入ったフレーズな

どを自分の手で書き写すことがあったので，それは彼女の日常生活からかけ離れ
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た行為という訳ではなかった。合衆国憲法については，内容を漠然とは知ってい

ても一字一句読んだことはなかった。なぜ突然憲法なのか，という理由は彼女に

聞いてもよく分からないと言う。ただ，書き写そう，と思い立った。

　彼女は朝 SNSにその日の計画を書き込んで，ニューヨーク公共図書館のロー

ズルームへと向かった。天井が高く美しい内装のふだんからお気に入りの場所だ

（写真 1）。しばらくすると SNSをみて彼女の計画を知った友人が何人か現れ，

その中には憲法の書き写しに加わる者もいた。たまたまローズルームに居合わ

せ，興味をもって足をとめる人もいた。気づけばオハラと共に 10人ほどが書き

写しを行っていた。その作業は，それまで反トランプのデモ行進などにも度々参

加してきたオハラ自身に「落ち着き」を与え，失いかけていた「本質的なことや

希望のある考え方，ポジティヴな見解を今いちどもたらしてくれた」。

　オハラはその後，月一回のペースでこの取り組みを続けている。ローズルーム

が使えないときは，近所のカフェで書き写しをする。毎回，話を聞きつけた人

や，たまたま通りかかった人が参加する。どんなふうに書き写してもよいし，何

時間かけても構わない。持ち帰って家で書き続ける人もいれば，途中まで書いた

紙をオハラに託して帰る人もいる。書き方もそれぞれ異なっていて，部分的にカ

リグラフィーのように書く人がいたり，余白にイラストを描く人もいる（写真

2）。ひとりで翌週ローズルームを訪れ，つづきを書くという女性もいた。何度か

開催するうちに，図書館のスタッフのひとりはオハラたちのためにローズルーム

の一角を融通してくれるようになった。

　書き写しを行なっているあいだ，参加者同士の会話はあまりない。場所が図書

館だからという点もあるが，カフェで開かれた際もとても静かだった。ときお

り，通りがかった人が「何をやっているのか」と尋ねることもある。その際はオ

ハラか，あるいは尋ねられた人が簡単に説明をする31）。答えられなかった質問を

帰宅してから調べるようにしていたら，とても物知りになってきた，とオハラは

笑った。ふと皆が手を止める時間があれば，参加者は憲法を書き写すという経験

や憲法の内容に関する感想をさまざまに語る。憲法を読むこと自体が初めてとい

う人が多く，皆まずその内容に驚く。書き写しながら，18世紀に成立したアメ

リカ合衆国憲法の「古さ」や「来歴」，「それが現在も有効であること」に思いを

巡らせる。オハラを含め，多くの参加者はそれを「瞑想」のようだと言った。パ



286

国立民族学博物館研究報告　 45巻 2号

写真 2 参加者による書き写しの一部（2017年筆者撮影）

写真 1 オハラが憲法の書き写しをはじめたニューヨー
ク公共図書館のローズルーム（2017年筆者撮影）
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ソコンのキーボードに慣れている人にとっては，書くという行為自体が新鮮なこ

ととして映るようだった。筆者が日本の写経の伝統について話すと，オハラは

「それは面白いね」「どこか共通しているね」と頷いた。そして，ぜひ日本でも同

じように書き写しの会を開いてみるよう何度も筆者に勧めた。

　書き写しの会を主催する人は collaborator（協力者，協働ではたらく人）と呼

ばれており，発案者であるオハラ自身もそのひとりという位置づけだ。彼女と連

絡を取るたびに「日本でセッションをひらけるといいね」と繰り返すこと，

collaboratorになることを強く勧めることを考えると，collaboratorになることこ

そ《憲法を手書きする》により深く「参加すること」とオハラは考えているのか

もしれない。同じプロジェクトにおいても「参加」の仕方には濃淡があり得

る32）。ドイツやポルトガルですでに《憲法を書き写す》が行われているように，

彼女は「右傾化する世界」でこの取り組みが拡がることを期待している。

　オハラは憲法を書き写すという行為を，彼女自身の「精神的な必要性

（psychological necessity）」に駆られて始めたものとして，アーティストである彼

女の制作活動とは当初切り離して考えていた。筆者との会話の中でも「これが

アートかどうかはあまり問題ではない」「アートとは思わずに始めていた」と繰り

返していた。それをはじめにアートプロジェクトとして紹介することにしたのは

メディアであり，今では彼女もこの実践をアートとしてとらえるようになった33）。

　なぜオハラの実践が「アート」と見なされるようになったのだろうか。アー

ティストが手がけているからだろうか。他にはどのような理由が考えられるだろ

う。アート作品をアート作品として定義づけるものは何かという問いは，長らく

人類学におけるアート研究の中心を占めてきた。ジェイムズ・クリフォードは

アート作品と器物との違いを，それらが置かれる分脈によって説明した（Clifford 

1988）。美術館に置かれたアフリカの仮面は美術作品だが，それが博物館に置か

れれば資料・器物となる。クリフォードは，そのような西洋による一方的かつ暴

力的な価値づけのあり方をMoMAの「プリミティヴィズム展」（1984）に見出し

批判した。

　では，アーティストの手により図書館で展開された実践がなぜアートと目され

たのだろうか。それに答えるために，もう少しクリフォード以降の議論を追って

みたい。クリフォードが展覧会に触発されて近代西洋の「芸術＝文化システム」
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について議論を発展させた一方で，人類学者／キュレーターのスーザン・ボーゲ

ルは展示を通してそのような分類のあり方を検証した（Vogel 1988）34）。ボーゲル

は，ザンデの狩猟網を現代美術のインスタレーション作品のように展示し，それ

がアート作品かどうかを観るものに問うた。美学者のアーサー・C・ダントーは，

同展カタログに寄せた論文の中で，狩猟網がいくら現代美術の作品に外観上似て

いようが，それはアート作品でないと論じた。なぜなら狩猟網は，西洋美術の歴

史と知識を備えたつくり手による意図をもって制作されたわけではないからだ

（Danto 1991）。この結論に，ジェルは反論する。狩猟網とアート作品のいずれも，

獲物なり観客なり，あるターゲットを魅了し引き込む意図をもって仕込まれた罠

であり，そこには作り手だけではないさまざまなエージェンシーが含まれ得る。

両者ともが社会的なパーソンとして同じように「はたらく」ことを示すことで，

ジェルは狩猟網と現代美術の作品を等しいものと論じた（Gell 1994, 1996; 内山田

2008）。

　この「はたらき」は《憲法を書き写す》や《アメリカのどこかで》にも見出す

ことができる。《憲法を書き写す》が，作者であるオハラの当初の意図と反して

「アート」であると見なされたのは，アーティストがそれを主導していたからと

か，ジャーナリストがそれをアートプロジェクトとして紹介したからという理由

だけではない。その実践に人が魅了され取り込まれたこと，さらに取り込まれた

個々人が，それぞれ参加のプロセスにおける何らかの変容の経験をしたことが要

因とは考えられないだろうか。もちろん参加型アートは，あらゆる人を魅了し取

り込んでしまう訳ではない。《アメリカのどこかで》のひとり目の参加者は，「友

人たちにも，応募してみるよう促してみた」ものの「みんな二の足を踏む感じ

で」彼の誘いには乗ってこなかったと残念そうだった。しかし，魅了され取り込

まれた彼だからこそ，そこで経験したひらかれたアートのあり方と変容の経験を

興味深げに語ってくれたのだ。

4 まとめ

　《アメリカのどこかで》も《憲法を手書きする》も，自律し固定化された対象

というよりも，それぞれの人が関わっていくことで実現される，インゴルドの語



289

登 　アート作品の譲渡不可能性

を借りれば可変の「ひらかれた」ものである（Ingold 2013）。そのような作品を

とおして何らかの変化をこうむるのは，プロセスとしての作品だけでなく，アー

ティストであり参加者でもある。アーティストも参加者も，そのプロセスのなか

で変化する。いずれの実践に関しても，新しい知識や経験を得ることでいかに

アーティストおよび参加者自身変化したのかが語られた。《アメリカのどこかで》

では，参加者にとってもアーティストにとっても人や土地とのあいだに新たな関

係性が生まれ，それは今後も継続し展開していくだろう点が強調された。また

《憲法を手書きする》は，当時のアメリカの社会的な状況に対するポジティヴな

見方や反省，自分たちがもつ権利についての新たな気づき，あるいは「瞑想的な

効果」を参加者にもたらした35）。参加者の語り口からも，それは作品・アーティ

スト・観客，そしてその場所や時間に分離された経験というより，それらが分か

ち難く組み合わさった，各人にとって唯一無二のものととらえられていることが

分かる。

　参加型アートは，観客を魅了し，完成にむけた取り組みに引き入れる。観客は

それぞれのやり方で作品づくり／「つくる」プロセスの一端を担う。そして参加

することでそのプロジェクトとの何らかのつながりや，プロジェクトへの愛着を

見出した人は，彼らが参加したプロジェクトについて各自のことばで，それぞれ

の体験を語る。

　参加型アートを通して得る身体的で直接的な「つくる」プロセスの経験は，観

客にとって，伝統的な西洋のアート作品を「観る」際にはもちづらいものだっ

た36）。参加型アートに参加する人はそのプロセスにたずさわることで，自身と

アート作品を切断できないという意味での譲渡不可能性を知る。もちろん「ひら

かれたもの」（譲渡不可能なもの）としてのアート作品が「対象」（譲渡可能なも

の）となる場合があるだろう。《アメリカのどこかで》のウェブサイトが，ある

いは《憲法を書き写す》で参加者が書き写した憲法が，もしくはそれぞれのプロ

ジェクトの（あれば）映像記録が，将来的に美術館で展示される「対象」となる

こともあるかもしれない37）。

　このような参加型アートの位置づけが「経験経済」（パイン II・ギルモア 

2005）や新自由主義のロジックに容易に当てはまる点は，確認しておかなければ

ならない。「参加」や「経験」といった要素は，現代のマーケティング手法に回
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収される危険性もある38）。またひらかれた「もの」としてのアート作品のあり方

は，ボルタンスキーとシャペロが論じる「資本主義の新たな精神」にも容易に結

びつく（ボルタンスキー・シャぺロ 2013）。1990年代以降のビジネスのあり方

は，プロジェクトのひらかれたプロセスや多様なアクターをうまく操り，それを

取りもつマネージャーに高い価値を認めてきたが（ボルタンスキー・シャぺロ 

2013），そこで登場するマネージャーは参加型アートを手がけるアーティストと

も奇妙に重なる。アートの譲渡不可能性の実現を目指す参加型アートも，結局は

資本主義の変化に対応したものなのだろうか。参加型アートですら資本主義経済

のレトリックに容易に回収され得る危うい状況は，アート作品が譲渡可能な商品

であり譲渡不可能な贈り物でもあることに起因する。ゴドリエは，贈り物や貴重

物が「聖物の譲渡不能性と商品の譲渡可能性との間に，この二つの原理の間に」

存在すると論じた（ゴドリエ 2000: 138）。そのような「二つの原理」に関わる

アート実践において，矛盾が解消されることはない。

　展覧会から作品を取り下げようとしたタキスも，オークションハウスを「強欲

だ」と批判する画廊主も，キュレーターとの対比で作品づくりについて語るアー

ティストも，譲渡可能であり譲渡不可能でもあるアート作品の存在のあり様と葛

藤している。本稿では二つのプロジェクトを通して観客／参加者とプロジェクト

の関係性を見直すことで，参加型アートの譲渡不可能性の一端を垣間見ることが

できた。「つくるプロセス」を観客とアーティストが共有することで，参加型

アートの譲渡不可能性が実現される。しかしアートが譲渡可能であり，譲渡不可

能でもある限り，参加型アートにおいても何らかの葛藤は避けられないだろう。

現在進行形のふたつのプロジェクトの今後を追いかけながら，葛藤とその先を考

えていきたい。
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注
 1） 美術史においてプロセス重視の作品のあり方は 20世紀初頭のダダや 1960年代の抽象表現
主義などに遡って論じられることが多い。「参加型アート」においてはアーティストだけで
はなく鑑賞者がとくに制作に参加するプロセスが重視されているのが特徴的といえる。鑑賞
者の参加に関しては，たとえば演劇の文脈で 20世紀の半ばまでにブレヒトやアルトーらに
よって鑑賞者を主人公として見なすような試みがなされた。現代美術の文脈では，1970年
代の「ハプニング」が従来の鑑賞者の熟考的な立場を揺さぶったと見なされる。

 2） ここで言うネイティヴとは，筆者が調査したニューヨークで現代美術に関わる人々と彼ら
が参照する思想家や批評家，美術史家等を想定している。

 3） 参加型アートの多くで，映像や画像等の視覚的な記録が残されるが，それだけを資料に作
品を論じることは不十分であり，そこからアーティストや参加者の情動的な原動力を読み取
ることはできない（Bishop 2012: 5）。本特集では，西尾がアートプロジェクトをいかに美術
館での展示に落とし込むかについて議論している。ビショップの批判に対するひとつの応答
と見なすことができるだろう。

 4） ヒルシュホーンは現場でその地域に住むトルコ系移民を雇って
4 4 4

プランを完成させた一方，
「オダ・プロイェシ」のアーティストたちは地域住民とともに

4 4 4

プランをつくり遂行していった。
 5） 作品が売れず，死ぬまで極貧生活を続けるというのは神話のようなアーティスト像であ
り，筆者がフィールドで出会ったアーティストは生計を支える仕事や財源を他にもっている
ことが大多数だった。

 6） 美術大学の彫刻科出身のフアンは，かつてオブジェのような「視覚的に美しいもの」を手
がけていたが，それらの作品に対する観た人の反応に物足りなさを感じ，参加型アートに取
り組むようになったと話す。彼女の場合，参加型タイプの作品は助成金をもとに制作するこ
とが多いが，そこから派生的に制作された作品（写真など）については売買の対象となる場
合もある。ふだんは美術館等の展示にかかわる仕事で生計を立てている。

 7） 美術史を中心に，参加型アートの多様なあり方について論じた文献は多い。例えば数点だ
け挙げるとすると Bishop（2012），Kester（2004; 2011），エルゲラ（2015），アート＆ソサイ
エティ研究センター SEA研究会編（2018）など。

 8） 「マシーン展」（1968年 11月 27日～ 1969年 2月 9日），キュレーターは当時のストック
ホルム近代美術館の館長ポントゥス・フルテンがつとめた。出展作品はおよそ 200点にの
ぼった。

 9） このような近代的な所有権の考え方はロックの労働所有理論に遡って論じられることが多
い。「自然が供給し，自然が残しておいたものから彼が取り出すものは何であれ，彼はそれに
自分の労働を混合し，それに彼自身のものである何ものかを加えたのであって，そのことによ
り，それを彼自身の所有物とするのである。」という有名な一節は（ロック 2007; 山根 2010），
後述するインゴルドを参照すると，ものと人の混合という点から再考することも可能だ。

10） 前者の例をひとつ挙げると，インスタレーションと呼ばれる作品形態はその場の特性を考
慮して設置されるため，美術館で「つくられる」と言える。後者については，市場を念頭に
おいて作品をつくるアーティストもいるが，それがアーティストの戦略である以外はあまり
大っぴらにされない。また，美術館における展示や収蔵に代表される制度による承認は，画
廊とその（所属）アーティスト双方の市場価値を上昇させる（Luther 2018: 4）という意味
で，美術館も市場と密接に関係している。

11） 例えば 2009年にニューヨークのナショナル・アカデミー美術館が財政上の困難からハド
ソン・リバー派の二作品を売却したことがある。アメリカ博物館協会と美術館館長協会は同
美術館の決定に反対し，とくに後者は協会を通して「最も基本的な原則を侵した」ナショナ
ル・アカデミー美術館に対して作品の貸し出しやどんな協力もしないようほかの美術館に呼
びかけた（Finkel 2009）。

12） KGの想定する美術館とそこに収蔵される作品の譲渡不可能性は，ゴドリエによる「与え
（うる）ために保持する」貴重財，宝物，護符の観点からも議論を深めることが可能だ（ゴ
ドリエ 2000: 49）。ただ，KGやゴドリエの言う「美術館」を，同時代の美術館の動向にその
まま当てはめることは収蔵作品の変化等を考えると難しい。

13） 画廊主は自分のギャラリーに所属するアーティストのキャリアの促進を目指すが，オーク
ションハウスは個別の作品を売り込む。オークションでは作品は商品と定義されるが，画廊
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主はこのような商品としてのアートというあり方を抑制し，それを「文化商品」として定義
づけようと務める（Velthuis 2007: 89）。ただ，ひとつのギャラリーがプライマリーとセカン
ダリーいずれものマーケットで活動することもあり，その際の画廊主の戦略はより複雑なも
のになる。

14） 例えばアムステルダムとニューヨークの美術市場を調査研究した Velthuis（2007）は，一
見「非合理的」に見える画廊主による価格決定のさまざまな実践を社会学的・経済学的な観
点から論じている。経済学者で現代美術のアーティストでもある Abbing（2002）は，画廊
主とアーティストの間の「普通のビジネス上の関係」とは異なるあり方を自身の経験から指
摘している。

15） 本稿はアーティストの視点を中心に論じているため，画廊主やキュレーターの視点から参
加型アートをいかに論じるかは今後の研究テーマのひとつとしたい。

16） もちろんアーティストたちは映像やさまざまな副産物をとおして「参加型アート」の譲渡
不可能性を再現しようとするだろう。だからこそドキュメンテーションやアーカイヴの手法
が近年現代アートの文脈において大きく問題化されてきたと考えられる。

17） インゴルドによると「ハイデガーの論じる対象はそれ自体で完成されたものであり，それ
が置かれた状況と関係する対立的な対峙性（‘over-againstness’）によって定義される。私た
ちはそれを見て触れさえできるかもしれないが，その生成のプロセスにともに加わることは
できない。どれほど計量的に対象と私たちの相互作用が近しくなったとしても，それは感情
的には隔たったままだ。しかし，もし対象が私たちに抵抗すれば，それらは私たちと共にあ
る」（Ingold 2013: 85）。

18） キュレーターについては，ここで取り上げるような対比をなす発言が同時期のインタ
ヴュー調査において見られなかった。その点についても今後考察を深めたい。

19） 本稿 p.267で紹介した「参加型アート」を手がけるフアンのことば「わたしには伝えたい
何かがあって，それが何かをはっきりと言葉でどのように言えば良いのか，いつもわかって
いるわけではないですが，それが明らかになるだろうということはいつも信じています」も
これらと共通している。

20） 自分がこれまで使ってきてよく知っている素材はもちろん，発売されたばかりの新しい素
材など，なにを使用するかはその時々で異なる。

21） もちろん前者のような作品づくりをするというアーティストがいない訳ではないし，作品
やプロジェクトによって両者を使い分けるケースもある。

22） 後述する《憲法を手書きする》の場合，即興ではじめてからつくりあげられていった。
23） 助成金を受けて実現される参加型アートの場合は，応募の際に具体的な構想を提出する
ケースが多いが，もちろんその通りにプロジェクトが進むとは限らない。筆者が調査したあ
る助成金の審査会では，プロジェクトの結果が申請書における構想と異なっている点につい
てはあまり問題視されていなかった。むしろ，これまでの「実績」とプロジェクトの発端と
してのアイデアが重視されていた。

24） 本稿 p.267でフアン「わたしはものに任せてそれが自然に開かれていくようにする（I 
often leave things and let them naturally unfold）」も，インゴルド的に理解することが可能だ。

25） ただし厳密にいつも二分割できるわけではなく，キュレーターにとって作品が「もの」に
なる可能性も，アーティストにとって作品が「対象」になる場合ももちろんあるだろう。

26） 美術市場の研究で知られるノア・ホロヴィッツが，美術投資ファンドの設立者による作品
を純粋に投機対象としてのみ見なす態度（「私はアートに興味がない」「それは，投資家に十
分なリターンをもたらす単なる商品にすぎない」）に衝撃を受けたと語るように（Horowitz 
2011: 1），そのような投資家的な見方は一般的な美術市場においてむしろ特異なものと見な
される。

27） 従来とは異なる作品形態が生じるときには，必ずと言ってよいほどアーティストと制度側
とのあいだに緊張／摩擦が生じてきた。インスタレーションやパフォーマンス・アート，多
様なメディア・アート，そして本稿で論じる参加型アートなど，新しい作品形態の多くは，
作品を「もの」として示そうとするアーティストの試みとして見直すことができる。

28） 本稿で挙げる参加型アートを論じる際，地下鉄の車内や駅構内，公園やストリートといっ
たニューヨークの公共的な空間におけるさまざまな表現行為のあり方との関連を指摘するこ
とが可能だ。それは行政機関による許可を得て行われる場合もあれば，即興的に行われる場
合もある。街中でそういった行為に遭遇する機会は多く，観客の積極的な参加は―たとえ
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ば日本の場合と比べると―より日常的なように思われる。ニューヨークの公共的な空間に
おける現代美術の実践については，パブリック・アートの変遷から論じることができる
（Finkelpearl 2000; Knight 2008）。またニューヨーク市の都市計画や公共空間に関連する施策
との関係も指摘できるだろう。

29） アメリカではフィランソロピー（philanthropy）（個人や企業による社会貢献活動）の歴史
が長く，企業や財団による助成金が美術館からアーティスト個人のプロジェクトまで大小さ
まざまなアート活動を支えている。フィランソロピーは，直接的な利益は求めないものの企
業の宣伝活動や特定の政治的な意味を持つ場合もある。筆者の 2017年 8月の調査時，《憲法
を書き写す》を行うアーティストのモーガン・オハラは，プロジェクトのアナウンスやそれ
までの活動をまとめたホームページを作りたいと考えており，そのための助成金を探してい
るところだった。

30） 彼らがいうフアンの「オープンさ」には，確かに目をみはるものがあった。筆者が初めて
フアンと一緒に買い出しに行った時，彼女が店員や他の買い物客と気軽に会話をつづける様
子を見て，行きつけの店のため皆が知り合い同士なのだと思ったが，あとで聞いてみると全
く知らない間柄だった。驚きを伝えると彼女は「店員と思って接するというよりは，胸の名
札を見てケイトだったらケイトとして接するの」と説明してくれたが，とてもそれだけで可
能になるとは思えなかった。ふたりめの参加者が「本物の技術（a real skill）」と言った際に，
この一件を思い出した。

31） 公共空間における参加型プロジェクトでは，通行人に何をしているか質問されるという同
様の場面に頻繁に遭遇する。ある別のプロジェクトにおいて質問を受けた参加者は当初アー
ティストに回答を任せていたが，途中から自分の言葉で質問に答えるようになっていた。
アーティストは，その変化を「彼女たちのプロジェクトでもあるのだから」と非常に喜ん
だ。このような視点からプロジェクトに対する責任やつながりの生成を見て行くことで譲渡
不可能性を考察することも可能だ。

32） 日本での開催については検討をつづけている。
33） 当初アートとは考えられていなかったので，《憲法を書き写す》という行為そのものを説
明する語がアートと見なされる過程でタイトル化した。ちなみに《アメリカのどこかで》は
助成金の応募時につけられた。

34） 1988年にニューヨークのアフリカ芸術センターで開催された Art/Artifact展は，自然誌博
物館の収蔵品を 4つの展示のコンテクスト（アートギャラリー，驚異の部屋，自然誌博物
館，美術館）に置くことで，西洋的なものの分類がいかになされるのかを観るものに問う。

35） 半年ほど後に，参加者の数人に憲法の手書きは続けているか Eメールで尋ねたところ，
空いた時間にひとりで書き写しを続けたり，オハラの開くセッションに何度か継続して参加
したり，（憲法の手書き自体は続けていなくても）「書く」という行為自体をより積極的に日
常生活に取り入れるようなったり，あるいはより社会情勢に注意を払うようになったりと，
それぞれ《憲法を手書きする》ことと何らかの変化を結びつけて語ってくれた。

36） もちろん絵画や彫刻といった伝統的なアート作品を「観ること」はただ受動的な経験では
なく，ある種の参加や能動性を必要とするが，それは必ずしも「つくる」経験とは結びつか
ない。

37） 実際，本稿を準備中の 2019年 5月に《憲法を書き写す》が，オハラの所属するニュー
ヨークのギャラリーで紹介された。

38） パインとギルモアは，商品を売ることを最優先する「コモディティ的手段」に対して，
個々人の感性に訴えるような「経験」の提供が新たな経済価値となるだろうと論じた。代表
的な例としてディズニー・ランドが挙げられる（パイン／ギルモア 2005）。そのような「エ
ンターテイメント」と「アート」がどのような関係にあるのかは今後検討していきたい。
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